
平成 23 年度 事業計画 
        平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日まで 

基本方針 

中津川法人会は、定款の目的に則り健全な公益団体として組織の基盤確立に努めながら

「健全な経営、正しい納税、社会貢献」をテーマに活動する団体です。 

 今年度は、公益法人制度改革に伴う、社団法人移行申請手続きを踏まえ、法人会のより

一層の公益性・透明性を高める為に、地域社会貢献活動等を重点とする活力ある事業活動

を推進していく所存であります。 

 また、3 月 11 日の東日本大震災で、被災されました皆さんに心よりお見舞い申し上げ

ますと共に、このような 1000 年に 1 度と言われる大地震が遭ったとき時こそ、法人会の

会員企業は一致団結して協力し、この困難を乗り切ってまいりたいと思います。 

法人会の基本的指針 

法人会はよき経営者をめざすものの団体として会員の積極的な自己啓発を支援し納

税意識の向上と企業経営及び社会の健全な発展に貢献します 
 

事業計画 

１．実施事業関係 

（１）【税の啓発活動の実施】  
    納税意識の向上と税務知識の普及は、公益法人である法人会に課せられた最も重

要な課題であり、研修会活動を通じ会員の自己啓発を支援します。また、公益的な

研修活動も視野に入れて税の啓発活動の充実を図ってまいります。 

  ＜具体的な施策＞ 

納税意識の向上 

① 「税を考える週間」11 月 11 日～17 日 税務協力団体の中核として積極的

に地域住民（会員企業・非会員の個人および法人）に納税意識の向上のた

めの事業を展開します。 

② 各委員会・ブロック会議・部会会議・税務研修会などで、税の啓発活動及

び申告納税の意義について十分理解されるように努めます。 

③ e-Tax「国税電子申告・納税システム」の推進、利用に努めます。 

税務知識の普及 

④ 税務経営大学講座の開催（9 月～2 月の 5 日間） 

昭和 60 年 8 月に経理担当者を対象に税務経営の中級実務講座「税務経営大

学講座」・平成 3 年に役員・経理担当者を対象にした法人税の上級実務講座

「税務大学院講座」を開講。平成 22 年には講座の一層の充実を図るため両

講座を統合しました。これまで以上に受講者に有益な内容となるよう、今

年度もじっくり検討し開講します。 

⑤ 税務研修会等の開催 

6 月～10 月 e-Tax 推進会員企業巡回訪問の実施 

8 月頃 税制改正説明会を 4 ブロックで開催する 



11 月 年末調整説明会を 4 ブロックで開催する 

⑥ 「税のワンポイントアドバイス」の実施 

委員会・ブロック・部会等会議終了後に署の統括官の協力を得て 15 分位の

アドバイス講座を開講します。 
 

（２）【社会貢献＝地域社会への貢献】 

   法人会が真に公益法人としてふさわしい活動をする一環として、税のオピニオンリ

ーダーとして税制改正取組・地域社会貢献等を行い社会的地位の向上を図ります。 

    ＜具体的な施策＞ 

① 税制改正要望と税務行政への要望の収集 

② 国会議員、中津川市長、恵那市長に税制改正要望事項を陳情します。 

③ 社会貢献事業として地域社会、一般市民に向けて「税の啓発」をはじめ、地

域への社会貢献活動の充実を図ります。 

④ ホームページで事業の一般公開や、広報発行活動による公益的情報の提供に 

よる地域社会への貢献 
 

２．共益関係 

【会員支援活動の実施】 
    会員企業の安定経営と着実な発展のため、法人会は会員の積極的な自己啓発を支

援し必要な情報を提供します。また会員企業の安定性と永続性を確保するため後継

者の育成を積極的に図り会員支援活動を実施してまいります。 

（１） 企業経営の発展 

①「税務経営研修会」の開催 

②自己啓発の支援として役員を対象に税務・経営全般の研修会を開催。 

（２）会員の増強と会員への情報提供 

       世界的な規模での金融不安に、統合、縮小、廃業と法人会の退会が多く見

られるようになった。本年は新設法人及び未加入法人に対して法人会加入と

活動への参加を呼びかけ、役職員が一丸となり、そして保険会社の協力も得

て個別訪問、年 4 回の会報の発行、ホームページの利用などにより会員の増

強に努めます。 

 （３）ブロック活動 

        積極的に会員の自己啓発を支援すると伴に、今後は地域社会に貢献できる

事業活動がますます重要になるため、ブロック会員の声を吸収し、会員や地

域に密着した活動を行い地域社会に貢献します。 

  また、ブロック間で共催できる事業は統合し、事業の効率化を図ります。 

（４）青年・女性部会 

本会の運営方針及び部会独自の事業展開を積極的に行い部会員の資質向上

に努めると伴に部会員の増強を図り、部会組織の強化を図ります。また本年

も、租税教育活動にもますますの力を入れた活動を展開し、税の普及活動に

努め「税のオピニオンリーダー」としての役割を果たします。 


